
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度決算検査報告に関する説明会資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省大臣官房会計課 

平成 3１年 1 月 9 日 

 

 

抜粋資料

tanaka-h8313
四角形

Administrator
四角形

Administrator
テキストボックス
資料　18



 資 料 ６  

一般国道等の路面下空洞対策において、調査業務に要した費用について、指針等を

整備することなどにより、占用企業者に応分の費用を求めるよう意見を表示したも

の 

 

１． 事業主体 

国、地方公共団体（道、府、県、市、区、町） 

 

２． 指摘内容 

上水道管、下水道管等の路面下占用物件の老朽化が進む中、路面下占用物件の

破損等が原因となる空洞や陥没の発生は今後も増加することが想定されており、

空洞を発見するための調査業務は今後も引き続き多数実施されることが見込ま

れる。 

このため、空洞を発見するために実施している調査業務に要した費用につい

て占用企業者に対して応分の負担を求めるための指針等を整備して、これを技

術事務所等及び道路の占用許可を行っている国道事務所等に対して周知するこ

とにより、国道事務所等が指針等に基づき関係者との合意形成を図り、占用企業

者に応分の負担を求めるよう、また、地方公共団体に対して同様な助言をするよ

う意見を表示されたものである。 

 

３． 改善措置 

指摘の主旨を踏まえ、調査業務に要した費用について、占用企業者に負担を求

めるための指針等をとりまとめ、技術事務所等及び国道事務所等に対して周知

し、国道事務所等が関係者との合意形成を図った上で、占用企業者に負担を求め

ていく予定である。 
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